
 

 

 

 

 

 

 

平成２４年相模原市議会３月定例会付議事件一覧 

 

 

 

 

        付議事件 

          (１) 議  案 ４７件 

            予 算       １１件 

条 例       ２１件 

            契 約        ２件 

            不動産の処分        １件 

            損害賠償額の決定      ２件 

            専決処分の承認       １件 

            事務協議会協議       １件 

市 道        １件 

         補 正 予 算        ７件 

       (２) 報  告        ２件    

            合  計 ４９件 

 

 (付議予定案件  人事１０件) 

 

 

 

 

平成２４年２月２２日招集  

 

 

 

 



 １ 

議案 

番号 
件名(担当) 主   な   内   容 

 

１ 

 

 

平成２４年度相模原市一般

会計予算 

(企画市民局財務部) 

24年度当初予算額 23年度当初予算額 比較(率) 

千円 

 

248,300,000 

 

千円 

 

233,800,000 

千円 

 

14,500,000 

(6.2%) 

２ 平成２４年度相模原市国民

健康保険事業特別会計予算 

(企画市民局財務部) 

 

 

79,312,000 

 

 

75,265,000 

 

 

4,047,000 

(5.4%) 

  

事業勘定 79,070,000 75,035,000 

 

4,035,000 

(5.4%) 

直営診療勘定 242,000 230,000 

 

12,000 

(5.2%) 

３ 平成２４年度相模原市下水

道事業特別会計予算 

(企画市民局財務部) 

 

 

18,480,000 

 

 

18,759,000 

 

 

△279,000 

(△1.5%) 

  

下水道勘定 18,002,000 18,316,000 
△314,000 

(△1.7%) 

 

浄化槽勘定 478,000 443,000 
35,000 

(7.9%) 

４ 平成２４年度相模原市自動

車駐車場事業特別会計予算 

(企画市民局財務部) 

 

 

3,594,000 

 

 

3,620,000 

 

 

△26,000 

(△0.7%) 

５ 平成２４年度相模原市介護

保険事業特別会計予算 

(企画市民局財務部) 

 

 

35,088,000 

 

 

 

30,138,000 

 

 

4,950,000 

(16.4%) 

６ 平成２４年度相模原市母子

寡婦福祉資金貸付事業特別

会計予算 

(企画市民局財務部) 

 

 

180,000 

 

 

200,000 

 

 

△20,000 

(△10.0%) 

７ 平成２４年度相模原市簡易

水道事業特別会計予算 

(企画市民局財務部) 

 

 

306,000 

 

 

 

217,000 

 

 

89,000 

(41.0%) 



 ２ 

８ 平成２４年度相模原市財産

区特別会計予算 

(企画市民局財務部) 

 

 

82,200 

 

 

88,000 

 

 

△5,800 

(△6.6%) 

９ 平成２４年度相模原市農業

集落排水事業特別会計予算 

(企画市民局財務部) 

 

 

42,000 

 

 

24,000 

 

 

18,000 

(75.0%) 

１０ 平成２４年度相模原市後期

高齢者医療事業特別会計予

算 

(企画市民局財務部) 

 

 

5,794,000 

 

 

4,840,000 

 

 

954,000 

(19.7%) 

１１ 平成２４年度相模原市公

債管理特別会計予算 

(企画市民局財務部) 

 

 

33,574,000 

 

 

32,602,000 

 

 

972,000 

(3.0%) 

 

 

 

合    計 

 

424,752,200 

 

399,553,000 

 

25,199,200 

(6.3%) 

１２ 附属機関の設置に関する条

例の一部を改正する条例に

ついて 

(総務局総務部) 

相模原市条例等整備方針に基づく委員会、協議会等に関する見直

しに伴う委員会等の設置、自殺総合対策に関する重要な事項につい

て調査審議させるための相模原市自殺対策協議会の設置、公文書の

管理に関する制度の改善について調査審議させるための相模原市

情報公開・個人情報保護審議会の名称等に係る規定の改正、特定の

行政課題等の審査等を行う附属機関の設置に係る規定の追加その

他所要の改正をするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 

１ 相模原市条例等整備方針に基づく委員会、協議会等に関する見

直しに伴う委員会等の設置に係る規定の追加 

  次に掲げる委員会等を設置するもの 

（１）市長の附属機関 

  ア 相模原市経営評価委員会 

  イ 相模原市外郭団体経営検討委員会 

  ウ 相模原市入札監視委員会 

  エ 相模原市美術館基本構想検討委員会 

  オ 相模原市地域包括支援センター運営協議会 

  カ 相模原市高齢者入所判定委員会 

  キ 相模原市次世代育成支援行動計画推進会議 

  ク 相模原市予防接種問題協議会 

  ケ 相模原市国際教育特区諮問委員会 

（２）教育委員会の附属機関 

  ア 相模原市立小中学校結核対策委員会 

  イ 相模原市就学指導委員会 

  ウ 相模原市教職員健康審査会 

２ 相模原市自殺対策協議会の設置に係る規定の追加 



 ３ 

    自殺総合対策に関する重要な事項について調査審議させるた

め、相模原市自殺対策協議会を設置するもの 

３ 相模原市情報公開・個人情報保護審議会の名称等に係る規定の

改正 

  公文書の管理に関する制度の改善について調査審議させるため、

相模原市情報公開・個人情報保護審議会を相模原市情報公開・個

人情報保護・公文書管理審議会に、委員の数を「１０人以内」か

ら「１３人以内」に変更するもの 

４ 特定の行政課題等の審査等を行う附属機関の設置に係る規定

の追加 

次のいずれにも該当する場合には、規則で定めるところにより

執行機関の附属機関を置くことができることとするもの 

（１）特定の行政課題等について審査、審議又は調査が必要な場合 

（２）設置期間が２年以内である場合 

（３）専門的又は技術的な識見が必要と認められる場合 

 

 

１３ 相模原市非常勤特別職職員

の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条

例について  

(総務局総務部) 

相模原市条例等整備方針に基づく委員会、協議会等に関する

見直しに伴い設置する附属機関の委員の報酬額並びに消防団

の組織の再編に伴う団長、方面隊長及び副方面隊長の報酬額

の設定その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 

１ 相模原市条例等整備方針に基づく委員会、協議会等に関する見

直しに伴い設置する附属機関の委員の報酬額の設定 

（１）高齢者入所判定委員会の委員及び就学指導委員会の委員の報

酬額 

第３条第２項第２号に掲げる日額で定める場合の額(32,000

円)を超えない範囲内で任命権者が定める額 

（２）予防接種問題協議会の委員の報酬額 

日額３０，０００円 

（３）小中学校結核対策委員会の委員及び教職員健康審査会の委員

の報酬額 

日額１９，０００円 

２ 消防団の組織の再編に伴う団長、方面隊長及び副方面隊長の報

酬額の設定 

（１）５団体制から１団体制への再編に伴い置かれる団長の報酬額 

年額１２７，０００円 

（２）６方面隊の設置に伴い置かれる方面隊長の報酬額 

   年額１１５，５００円 

（３）６方面隊の設置に伴い置かれる副方面隊長の報酬額 

   年額８９，４００円 

 

 

１４ 相模原市債権の管理に関す

る条例について 

(企画市民局財務部) 

市の債権の管理の適正化を図るため、当該債権の管理に関する事

務の処理について所要の定めをするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 



 ４ 

１５ 住民基本台帳法の一部を改

正する法律及び出入国管理

及び難民認定法及び日本国

との平和条約に基づき日本

の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の

一部を改正する等の法律の

施行に伴う関係条例の整備 

に関する条例について 

(企画市民局市民部) 

 

住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成２１年法律第７７

号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づ

き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部

を改正する等の法律(平成２１年法律第７９号)の制定に伴い、関係

条例の整備をするもの 

(Ｈ２４．７．９施行) 

１６ 相模原市立市民・大学交流

センター条例について 

(企画市民局市民部) 

 

 

相模原市立市民・大学交流センターを設置するため、所要の定め

をするもの 

(公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行。ただし、準備行為の規定は、公布日施行) 

１ 名 称 相模原市立市民・大学交流センター 

２ 位 置 相模原市南区相模大野３丁目３番２－３０１号 

３ 設置の目的 

  市民と大学等との連携により、地域の課題の解決及び地域の活

性化を図るため、センターに必要な施設を置くもの 

４ 基本利用料金 

施設 単位 金額 

セミナールーム１ 

１日(午前９時

から午後１０

時まで) 

８，９００円 

セミナールーム２ １２，４００円 

実習室１ １２，２００円 

実習室２ ６，３００円 

ミーティングルーム１ １，１００円 

ミーティングルーム２ １，１００円 

ミーティングルーム３ ２，０００円 

ミーティングルーム４ ４，２００円 

ミーティングルーム５ ２，４００円 

マルチスペース ８，５００円 

ＡＶスタジオ ２，６００円 

シェアードオフィス１ 

１人(団体にあ

っては構成員

１人)につき 

１月 

３，１００円 

シェアードオフィス２  

１区画につき

１月 

１４，２００円 

シェアードオフィス３ ２２，８００円 

大学情報コーナー ８，１００円 

地域情報コーナー ２，１００円 

５ 附属設備利用料金 
 

附属設備 １日(午前９時から午後１０時まで) 

講師控室 １，７００円 



 ５ 

  ６ 器具利用料金 

器具 単位 金額 

音響器具 １式１日 ２，５００円 

映像器具 １台又は１式１日 ３，７００円 

撮影・編集器具 
１本、１台又は 

１式１日 
５，１００円 

舞台器具 １式１日 １，８００円 
 

１７ 相模原市市民協働推進条例

について 

(企画市民局市民部) 

 

 

皆で担う地域社会を実現するため、協働について、市民及び市の

役割を明らかにするとともに、市民と市の協働及び市民と市民の協

働を推進するために必要な事項について所要の定めをするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 

１８ 相模原市特定非営利活動促

進法施行条例について 

(企画市民局市民部) 

 

特定非営利活動促進法(平成１０年法律第７号)の改正に伴い、市

長が所轄する特定非営利活動法人の認証、認定等について所要の定

めをするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 

 

１９ 

 

 

 

 

 

相模原市城山町文化施設等

建設基金条例を廃止する条

例について 

(企画市民局市民部) 

相模原市立城山文化ホール整備事業が平成２３年度で完了する

ため、相模原市城山町文化施設等建設基金を廃止するもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 

 

２０ 相模原市路上喫煙の防止に

関する条例について 

(企画市民局市民部) 

市民等の身体及び財産の安全及び安心の確保を図り、もって市民

の生活環境の向上に資するため、路上喫煙の防止について所要の定

めをするもの 

(Ｈ２４．１０．１施行。ただし、準備行為の規定は公布の日から、

過料の規定はＨ２５．４．１施行) 

２１ 相模原市手数料条例の一部

を改正する条例について 

(健康福祉局保険高齢部) 

 介護サービス基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律(平成２３年法律第７２号)による介護保険法(平成９年法律第

１２３号)及び地方自治法(昭和２２年法律第６７号)の改正並びに

地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)の改正に伴い神奈川

県から移譲される指定居宅サービス事業者の指定等の申請に対す

る審査事務の手数料の規定並びに指定地域密着型サービス事業者

の指定等の申請に対する審査事務につき、新たに手数料を徴収する 

ことに伴う同事務の手数料の規定を追加するもの 

(Ｈ２４．４．１施行。ただし、指定地域密着型サービス事業者の

指定等の申請に対する審査事務の手数料の規定は、Ｈ２４．１０．１

施行) 



 ６ 

  １ 指定居宅サービス事業者の指定等の申請に対する審査事務の

手数料の規定の追加 

（１）介護保険法(平成９年法律第１２３号)に基づく事務 

手数料を徴収する事務 単位 
指定又は 

許可 

指定又は

許可の更

新等 

指定居

宅サー

ビス事

業者の

指定又

は指定

の更新

の申請

に対す

る審査 

訪問介護、訪問入

浴介護、訪問看護、

訪問リハビリテー

ション、居宅療養

管理指導、短期入

所生活介護、短期

入所療養介護、福

祉用具貸与及び特

定福祉用具販売 

1件 20,000円 10,000円 

通所介護、通所リ

ハビリテーション

及び特定施設入居

者生活介護 

1件 30,000円 10,000円 

指定居宅介護支援事業者の

指定又は指定の更新の申請

に対する審査 

1件 20,000円 10,000円 

指定介護老人福祉施設の指

定又は指定の更新の申請に

対する審査 

1件 45,000円 25,000円 

介護老人保健施設の開設の

許可、変更の許可(構造設備

の変更を伴うものに限る。)

又は開設の許可の更新の申

請に対する審査 

1件 63,000円 (変更) 

33,000円 

(更新) 

25,000円 

指定介

護予防

サービ

ス事業

者の指

定又は

指定の

更新の

申請に

対する

審査 

介護予防訪問介

護、介護予防訪問

入浴介護、介護予

防訪問看護、介護

予防訪問リハビリ

テーション、介護

予防居宅療養管理

指導、介護予防短

期入所生活介護、

介護予防短期入所

療養介護、介護予

防福祉用具貸与及

び特定介護予防福

祉用具販売 

1件 10,000円 10,000円 

 



 ７ 

   介護予防通所介

護、介護予防通所

リハビリテーショ

ン及び介護予防特

定施設入居者生活

介護 

１件 15,000円 10,000円 

（２）健康保険法等の一部を改正する法律(平成１８年法律第８３

号)に基づく事務 

手数料を徴収する事務 単位 指定 
指定の更

新 

指定介護療養型医療施設の

指定の更新の申請に対する

審査 

1件 － 25,000円 

２ 指定地域密着型サービス事業者の指定等の申請に対する審査

事務の手数料の規定の追加 

手数料を徴収する事務 単位 指定 
指定の更

新 

指定地

域密着

型サー

ビス事

業者の

指定又

は指定

の更新

の申請

に対す

る審査 

定期巡回・随時対

応型訪問介護看護

及び夜間対応型訪

問介護 

１件 20,000円 10,000円 

認知症対応型通所

介護、小規模多機

能型居宅介護、認

知症対応型共同生

活介護、地域密着

型特定施設入居者

生活介護、地域密

着型介護老人福祉

施設入所者生活介

護及び複合型サー

ビス 

１件 30,000円 10,000円 

指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者の指定又は指

定の更新の申請に対する審

査 

１件 15,000円 10,000円 

指定介護予防支援事業者の

指定又は指定の更新の申請

に対する審査 

１件 20,000円 10,000円 

 

 

 

 

２２ 相模原市介護保険条例の一

部を改正する条例について 

(健康福祉局保険高齢部) 

平成２４年度から平成２６年度までの第１号被保険者の介護保

険料について、保険料率の区分の追加、保険料率の改定その他所要

の改正をするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 



 ８ 

    

区分 

平成 21 年

度から平

成 23 年度

までの保

険料率 

平成 24 年

度から平

成 26 年度

までの保

険料率 

第１ 

段階 

生活保護受給者又は老齢福祉年

金受給者で世帯全員が市民税非

課税の者等 
18,000円 23,800円 

第２ 

段階 

世帯全員が市民税非課税で、本

人の年金収入額及び合計所得金

額の合計が 80 万円以下である

者等 

22,500円 29,700円 

第３ 

段階 

世帯全員が市民税非課税で、本

人の年金収入額及び合計所得金

額の合計が80万円を超え120万

円以下である者等 
31,500円 

35,600円 

第４ 

段階 

世帯全員が市民税非課税で、本

人の年金収入額及び合計所得金

額の合計が 120 万円を超える者

等 

41,600円 

第５ 

段階 

市民税課税者がいる世帯に属す

る市民税非課税者で、年金収入

額及び合計所得金額の合計が80

万円以下である者等 

36,000円 47,500円 

第６ 

段階 

市民税課税者がいる世帯に属す

る市民税非課税者で、年金収入

額及び合計所得金額の合計が80

万円を超える者等 

45,000円 59,400円 

第７ 

段階 

市民税課税者で、合計所得金額

が 125万円以下である者等 
49,500円 66,500円 

第８ 

段階 

市民税課税者で、合計所得金額

が 125万円を超え 200万円未満

である者等 
54,000円 73,100円 

第９

段階 

市民税課税者で、合計所得金額

が 200万円以上 300万円未満で

ある者等 
67,500円 

89,700円 

第 10

段階 

市民税課税者で、合計所得金額

が 300万円以上 500万円未満で

ある者等 

101,000円 

第 11

段階 

市民税課税者で、合計所得金額

が 500万円以上 1,000万円未満

である者等 
78,700円 115,800円 

第 12 

段階 

市民税課税者で、合計所得金額

が 1,000万円以上である者 90,000円 133,600円 

 



 ９ 

２３ 相模原市青年海外派遣基金

条例を廃止する条例につい

て 

(健康福祉局こども育成部) 

 青年海外派遣事業の廃止に伴い、相模原市青年海外派遣基金を廃

止するもの 

(Ｈ２５．３．２１施行) 

２４ 相模原市立療育センター条

例の一部を改正する条例に

ついて 

(健康福祉局こども育成部) 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健

福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援す

るための関係法律の整備に関する法律(平成２２年法律第７１号)

による児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)の改正に伴う施設

の種類及び事業に係る規定の改正、発達障害者に対して支援を行う

施設の設置に係る規定の追加その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２４．４．１施行。ただし、発達障害者に対して支援を行う施

設の設置に係る規定の追加は、Ｈ２４．１０．１施行) 

 

 

２５ 相模原市食育推進委員会条

例について 

(健康福祉局保健所) 

相模原市条例等整備方針に基づく委員会、協議会等に関する見直

しに伴い、食育基本法(平成１７年法律第６３号)に基づき本市にお

ける食育の推進を図るための相模原市食育推進委員会の設置並び

に組織及び運営について所要の定めをするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 

 

２６ 相模原市ごみの散乱防止に

よるまちの美化の推進に関

する条例の一部を改正する

条例について 

(環境経済局資源循環部) 

市民等との協働によるきれいなまちづくりの一層の推進を図る

ため、きれいなまちづくりの日の設置その他きれいなまちづくりに

関する規定の追加及び改正並びに相模原市路上喫煙の防止に関す

る条例の提案に伴う歩行中の喫煙に係る規定の削除その他所要の

改正をするもの 

(Ｈ２４．１０．１施行。ただし、きれいなまちづくりの日に係る

規定の追加は、Ｈ２４．４．１施行) 

 

 

２７ 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市浄化槽保守点検業

者の登録に関する条例及び

相模原市屋外広告物条例の

一部を改正する条例につい

て 

(都市建設局まちづくり計

画部・都市建設局土木部) 

民法等の一部を改正する法律(平成２３年法律第６１号)による

浄化槽法(昭和５８年法律第４３号)及び屋外広告物法(昭和２４年

法律第１８９号)の改正に伴い、成年者と同一の行為能力を有しな

い未成年者が浄化槽保守点検業又は屋外広告業の登録をする場合

において、当該未成年者の法定代理人が法人である場合は、その役

員のうちに欠格要件に該当する者がいないことを求める規定の追

加その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 

 

 

２８ 

 

 

 

 

 

相模原市ホテル等建築の適

正化に関する条例の一部を

改正する条例について 

(都市建設局まちづくり計

画部) 

社会情勢の変化に伴う目的規定の改正、簡易宿所営業の用に供す

る施設の構造等の基準の緩和に係る規定の追加、ホテル等を建築す

る際の事前相談に係る規定の追加その他所要の改正をするもの 

                   (Ｈ２４．４．１施行) 
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２９ 相模原市建築基準条例の一

部を改正する条例について 

(都市建設局まちづくり計

画部) 

既存建築物を児童福祉施設等に用途変更する場合の廊下及

び階段の幅に係る緩和規定の追加、建築基準法(昭和２５年法

律第２０１号)第５２条第５項の規定に基づく容積率に係る

地盤面等の指定に関する規定の追加、高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律(平成１８年法律第９１号)

と重複している規定等の削除、土砂災害特別警戒区域に係る

規定の追加、共同住宅の共同炊事場に係る規定の削除その他

所要の改正をするもの 

(Ｈ２４．４．１施行。ただし、目次の改正規定及び第２章の

次に１章を加える改正規定はＨ２４．７．１施行) 

３０ 相模原市市営住宅条例の一

部を改正する条例について 

(都市建設局まちづくり計

画部) 

 

 

 

 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律(平成２３年法律第３７号)附則第

１４条第３項の規定により、同法の施行後も同法第３２条の規定に

よる改正後の公営住宅法(昭和２６年法律第１９３号)第２３条第

１号ロの規定に基づく条例が施行されるまでの間は公営住宅の入

居者の資格等をなお従前の例によるものとするための規定の改正、

青野原団地の廃止に伴う規定の削除その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 

３１ 相模原市立図書館条例の一

部を改正する条例について 

(教育局生涯学習部) 

 

 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)によ

る図書館法(昭和２５年法律第１１８号)の改正に伴う相模原市立

図書館協議会の委員の任命の基準に係る規定の追加、同協議会の委

員の定数に係る規定の改正、同協議会の運営等に係る規定の追加そ

の他所要の改正をするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 

３２ 

 

相模原市立博物館条例の一

部を改正する条例について 

(教育局生涯学習部) 

 

 

 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)による博

物館法(昭和２６年法律第２８５号)の改正に伴う相模原市立博物館

協議会の委員の任命の基準に係る規定の追加、同協議会の運営等に

係る規定の追加等をするもの 

(Ｈ２４．４．１施行) 

３３ 工事請負契約について 

(企画市民局財務部) 

 

１ 工事の名称 津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事 

２ 工事の場所 相模原市緑区根小屋４０３番２地先から根小屋 

       ４５６番２地先まで 

３ 契約金額 １，６８２，８７５，９５０円 

４ 契約の相手方 熊谷組・丸豊建設・アコック共同企業体 

        代表者 株式会社熊谷組横浜営業所 

        所 長 政 安 俊 明 

５ 履行期限 本契約締結の日から１，２２０日以内 

６ 工事の概要 

 上部工 橋台 橋脚 

構 造 ＰＣ箱桁 杭基礎 杭基礎 

橋 長 
(上り線) 155.00ｍ 

(下り線) 149.00ｍ 
─ ─ 

幅 員 22.80ｍ ─ ─ 

高 さ ─ 8.20ｍ 32.50ｍ 
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３４ 包括外部監査契約の締結に

ついて  

(総務局総務部) 

 

 

 

包括外部監査契約の締結 

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報

告 

２ 契約の始期 平成２４年４月１日 

３ 契約の金額 １５，６００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 

住所 横浜市青葉区松風台１番地８ ５０１号 

氏名 奥津 勉 

資格 公認会計士 

 

３５ 不動産の処分について  

(緑区役所) 

 

 

建物及び土地の処分 

１ 処分する建物及び土地 

（１）建物 

ア 所 在 相模原市緑区中野字東大沢１８２２番地

及び１８２６番地２ 

  イ 構 造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺
ぶき

２階建 

  ウ 延べ床面積 １２２．２８平方メートル 

（２）土地 

ア 所在及び地番 相模原市緑区中野字東大沢１８２２番ほ

か９筆 

  イ 地    目 宅地、雑種地及び山林 

  ウ 地 積 ２，４２９．５３平方メートル 

２ 処分の方法 無償譲渡 

３ 相 手 方 相模原市緑区中野１９０２番地２ 

        自治会法人大沢自治会 

          会長 小 澤 研 二 

３６ 損害賠償額の決定につい

て 

(健康福祉局福祉部) 

 交通事故に係る損害賠償の額を決定するもの 

１ 損害賠償額  

 ２，３１８，０１４円 

２ 被害者 

  市外在住者 

３ 事故の概要 

  平成２３年４月２２日午後６時２０分頃、相模原市緑区小倉 

２５２番地２先の県道長竹川尻において、本市車椅子固定装置付

軽自動車(相模８８０あ１８８、城山保健福祉課職員運転)が赤信

号で停車していた被害者の普通乗用車に追突して車両を破損さ

せ、被害者を負傷させたもの 

３７ 専決処分の承認について  

(環境経済局環境共生部) 

 指定管理者の指定の変更について 

(Ｈ２４．１．４専決処分) 

淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室の

指定管理者である都市整備公社・パティネ商会共同企業体の構成員

である株式会社パティネ商会が平成２４年１月４日に株式会社レ

ジャーインダストリーと合併し、株式会社パティネレジャーとなる

ことに伴い、指定管理者の指定の変更をする必要が生じたが、特に

緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか

であると認め、専決処分したもの 
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３８ 全国自治宝くじ事務協議

会を設ける地方公共団体

の数の増加及び全国自治

宝くじ事務協議会規約の

一部変更に関する協議に

ついて 

(企画市民局財務部) 

 全国自治宝くじ事務協議会への熊本市の加入並びに同協議会を

設ける地方公共団体及び委員の定数に係る全国自治宝くじ事務協

議会規約の一部を変更することについて、関係都道府県及び市と協

議いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の

６の規定においてその例によるとされる同法第２５２条の２第３

項の規定により提案するもの 

 

 

３９ 市道の認定について 

(都市建設局土木部) 

 開発行為(緑区上九沢地区ほか)２０路線及び寄附(中央区相生３

丁目地区ほか)３路線、合計２３路線の認定 

 

 

４０ 平成２３年度相模原市一

般会計補正予算(第６号) 

(企画市民局財務部) 

補正前の額 補 正 額 補正後の額 

千円 

249,654,000 

千円 

― 

(債務負担行為補正) 

千円 

249,654,000 

４１ 平成２３年度相模原市一

般会計補正予算(第７号) 

(企画市民局財務部) 

 

 

249,654,000 

 

 

1,650,000 

 

 

251,304,000 

４２ 平成２３年度相模原市国民

健康保険事業特別会計補正

予算(第２号) 

(企画市民局財務部) 

 

 

75,290,000 

 

 

1,013,000 

 

 

76,303,000 

 

  
事業勘定 75,060,000 1,013,000 76,073,000 

直営診療勘定 230,000 － 230,000 

４３ 平成２３年度相模原市下水

道事業特別会計補正予算

(第２号) 

(企画市民局財務部) 

 

 

19,208,000 

 

 

△682,000 

 

 

18,526,000 

 

  
下水道勘定 18,765,000 △682,000 18,083,000 

 
浄化槽勘定 443,000 － 443,000 

４４ 平成２３年度相模原市介

護保険事業特別会計補正

予算(第１号) 

(企画市民局財務部) 

 

 

30,138,000 

 

 

762,000 

 

 

30,900,000 

４５ 平成２３年度相模原市簡易

水道事業特別会計補正予算

(第１号) 

(企画市民局財務部) 

 

 

217,000 

 

 

△2,000 

 

 

215,000 



 １３ 

４６ 平成２３年度相模原市後期

高齢者医療事業特別会計補

正予算(第１号) 

(企画市民局財務部) 

 

 

4,840,000 

 

 

243,000 

 

 

5,083,000 

４７ 損害賠償額の決定につい

て 

(企画市民局企画部) 

 交通事故に係る損害賠償の額を決定するもの 

１ 損害賠償額  

 １，８８７，１７０円 

２ 被害者 

  市内在住者 

３ 事故の概要 

  平成２３年９月１３日午後３時３０分頃、相模原市緑区寸沢嵐

３３７８番地先の国道４１２号において、本市小型貨物車(相模  

４６さ２３７０、情報政策課職員運転)が赤信号で停車していた被

害者の軽乗用車に追突して車両を破損させ、被害者を負傷させた

もの 

報告

番号 
件名(担当) 主   な   内   容 

１ 専決処分の報告について 

(企画市民局財務部) 

 工事請負契約(津久井広域道路(仮称)東中野橋新設工事(そ

の２))の変更 

  

変更事項 変更前 変更後 

契約金額 959,595,000円 962,610,600円 
 

２ 専決処分の報告について 

(総務局総務部) 

 都市公園の管理に係る損害賠償額 

(１９，３６２円)の決定の専決処分 

 ごみ収集の作業に係る損害賠償額 

(１０，３８５円)の決定の専決処分 

 道路管理に係る損害賠償額 

(１７０，０５１円)の決定の専決処分 

 

付議予定案件  人事１０件 固定資産評価審査委員会の委員の選任について(１件) 

              公安委員会委員の推薦について       (１件) 

人権擁護委員の候補者の推薦について    (８件) 


